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次ページへ

××× 

熊銀太郎 様（マスターユーザ） 

『振込手数料情報』確認・変更操作手順  

※振込手数料情報の変更操作は「マスターユーザ」および「管理者ユーザ」が可能です。 

①「設定・管理」をクリックします 

②「企業管理」をクリックします 
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※ご契約に応じて、「振込振替」時の手数料・「総合振込」時の手数料設定画面がございます 

「総合振込」の 

先方負担手数料の変更 

「振込振替」の 

先方負担手数料の変更 

（※画面は「振込振替」の先方負担手数料の変更画面です。） 
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【参考】消費税改定後の各種手数料 

一括伝送サービス

照会・資金移動サービス

サービス名

2,160円　

324円　

2,160円　

1,404円　

2,200円　外為Ｗｅｂ

明細オプションサービス 330円　

2,200円　

1,430円　

現行改訂後

消費税改定に伴う設定変更（操作）は必要ございません 
 

※振込指定日が２０１９（令和元）年１０月１日以降の振込データを作成する場合、 

  自動的に消費税増税後の振込手数料で差引計算を行います。 

基準手数料を 「使用する（常に最新の手数料を使用する）」 に選択されている場合 

「使用する」となっている場合 

※サービス指定口座１店舗あたり 

■月額基本手数料 

■ビジネスバンキングＷｅｂの振込手数料(税込) 

※ 

※ 

同一店宛

熊本銀行・福岡
銀行・親和銀行・

十八銀行
の本支店宛

左記以外の
他行宛

同一店宛

熊本銀行・福岡
銀行・親和銀行・

十八銀行
の本支店宛

左記以外の
他行宛

３万円未満 無料 55円　 330円　 無料 54円　 324円　

３万円以上 無料 110円　 550円　 無料 108円　 540円　

金額区分

現行改訂後



※現在設定されている振込手数料が「先方負担手数料」として適用されます。振込指定日が９月末の振込処理が完了するまでは

①手数料設定を変更されなければ、現在設定済みの振込手数料が「先方負担手数料」として適用されます。
②２０１９（令和元）年１０月１日の消費税増税以降に、「先方負担手数料」として適用させる金額を変更する必要
がある場合は、手数料変更画面から必要な変更登録を行ってください。
（消費税増税後も「先方負担手数料」を変更する必要がない場合は、この設定変更は不要です。）
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振込手数料 現在設定されている振込手数料が「先方負担手数料」として適用されます。

   ➣（ケース１）振込指定日が２０１９（令和元）年９月３０日までの振込

データ作成日 ２０１９（令和元）年９月中

振込指定日 ２０１９（令和元）年９月中

振込手数料

   先方負担手数料の設定を変更する必要はありません。

   ➣（ケース２）振込指定日が２０１９（令和元）年１０月１日以降の振込

データ作成日 ２０１９（令和元）年９月中
振込指定日 ２０１９（令和元）年１０月中

基準手数料を  「使用しない（個別に登録した手数料を使用する）」  に選択されている場合 

「使用しない」となっている場合 

消費税改定に伴う設定変更（操作）が必要です 
下記参照の上、必要な設定を行ってください 

㊟【ご注意ください】  
 振込手数料の設定金額を変更されますと、その後の全ての振込データ作成に【変更後の手数料金額】が適用されます。 

 ２０１９（令和元）年９月中の振込指定日でお振込（データ作成）が残っている場合は、この取引を全て完了された後に 

 手数料情報の変更を行ってください。 
 

    操作方法に関しては次ページ以降の「変更操作方法」をご参照ください。 



下図の赤枠の部分に、10月１日以降に適用させたい先方負担手数料（消費税増税後の当行規定手数料やお客さまが

「変更」ボタンをクリックすると、設定が変更されます。
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以上の操作で任意の手数料設定への設定変更が完了します。

今後、手数料改定等があった際は、お客さまにてご確認および設定変更が必要となります。

任意に設定する手数料）を入力します。

ご参照ください。

本ページの操作は「お客さまが先方負担手数料を任意設定されたい場合」の設定方法です。

もし当行規定の手数料を自動反映するようご希望の場合は次ページの「変更操作方法（推奨設定）」を

変更操作方法（任意設定） 

手順① 

手順② 

 

２０１９年（令和元年）１０月１日以降に適用させたい先方負担手数料（消費税増税後の当行規

定手数料やお客さまが任意に設定する手数料）をここで入力します。 
 

※ここで設定された金額が先方負担手数料として差し引かれ、振込金額が計算されます。 

手順① 

 

「変更」ボタンをクリックします 

手順② 



基準手数料：　「使用する（常に最新の基準手数料を使用する）」を選択します。

基準手数料読込：　「読込」ボタンをクリックし、最新の基準手数料を画面出力します。

「変更」ボタンをクリックします。
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以上の操作で当行規定の手数料への設定変更が完了します。

常に最新の基準手数料を使用するため、今後、手数料改定等があった際も設定変更が不要です。

ご参照ください。

もしお客さまが先方負担手数料を任意設定されたい場合は前ページの「変更操作方法（任意設定）」を

本ページの操作は「当行規定の先方負担手数料を設定（自動反映）されたい場合」の設定方法です。

手順① 

手順② 

手順③ 

「使用する」を選択する 

手順① 

 

「変更」ボタンをクリックします。 

手順③ 

 

「読込」ボタンをクリックします 

手順② 

変更操作方法（推奨設定） 

最新の手数料が 

表示されます 


